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第１章 三郷市空家等対策計画の趣旨 
 
１ 計画策定の背景と目的 
 
 近年、少子高齢化や社会経済情勢等の変化により、適切に管理されずに放置される老朽

化した空家等が増加し、倒壊、犯罪、火災等の危険性や周辺住民の生活環境への悪影響な

どが全国的な課題となっており、本市においても、同様の状況が見受けられます。 
本来、建築物やその敷地等は、所有者が自ら適切に維持管理すべきものですが、適切に

管理されていない空家等の相談が増加していることに加え、相談内容も案件ごとに複雑化

してきています。 
国では「空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「法」という。）」が平成２７年５

月に施行されたことから、本市においても平成２９年７月に「三郷市空家等の適切な管理

に関する条例(（以下「条例」という。）」を施行し、これらを根拠として、空家等対策を進

めています。 
このような状況の中、本市では、法第６条において、「市町村は、その区域内で空家等に

関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に即して、空家等に関する対策

についての計画を定めることができる。」とされたことを受け、本市独自の方針や施策等を

定めるとともに、本市における空家等対策の推進及び利活用の促進を図り、安全で安心な

まちづくりの推進に寄与することを目的として、本計画を策定することとしました。 
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２ 本計画の位置付け 
 

本計画は、法第６条に規定する空家等対策計画として、平成２９年７月に発足した三

郷市空家等対策協議会における協議を踏まえ、策定しました。上位計画である『第四次

三郷市総合計画後期基本計画』のもと、各種計画との整合を図りつつ、計画を推進して

まいります。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 計画の期間 
 
 本計画の期間は、平成３０年度から平成３４年度までの５年間とします。 

なお、本計画は、継続して適切な進行管理を行うとともに、空家等対策の実施による効

果や市域内の状況の変化等により、必要に応じた見直しを行います。 
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第２章 三郷市の人口と空家等の現状 
  
１ 人口及び世帯 
 

三郷市の人口は、平成 17 年つくばエクスプレス開業以降、大型ショッピングモールの開

業等のまちづくりが進み、近年は増加しています。 
  Ｈ５年 Ｈ１０年 Ｈ１５年 Ｈ２０年 Ｈ２５年 Ｈ２９ 

人口 132,001 132,730 130,515 130,537 134,515 139,413 

世帯数 43,089 46,438 49,359 52,745 56,692 61,490 

※各年４月１日の人口及び世帯数 
平成５年から平成２９年までの人口増加率は約６パーセントですが、世帯増加率は約４

３パーセントです。これは、核家族化の進行や、単身世帯が増加していることが原因であ

ると考えられます。 
 

２ 年齢別人口の推移 
 
  Ｈ５年 Ｈ１０年 Ｈ１５年 Ｈ２０年 Ｈ２５年 Ｈ２９年 

０歳～14 歳 26,186 22,223 18,869 17,306 17,326 18,051 

15 歳 

～64 歳 
98,342 100,484 96,898 91,464 87,550 85,489 

65 歳以上 7,473 10,023 14,748 21,767 29,639 35,873 

※各年４月１日の人口 
 平成５年から平成２９年の間で、０歳から１４歳までの人口は、緩やかに減少していま

す。一方、６５歳以上については、４．８倍に増加しています。このことから、少子高齢

化が進んでいることがわかります。 
 
３ 三郷市の住宅数及び空家数、空家率の推移 
 

三郷市内の空家については、平成５年に 2,940 戸（空家率 6.5％）であったものが、平成

２５年には、5,460 戸（空家率 9.3％）と２０年間で空家数は増加しており、空家率につい

ても２．８ポイント増加となっています。 
住宅数、空家数の推移（戸） 

  Ｈ５年 Ｈ１０年 Ｈ１５年 Ｈ２０年 Ｈ２５年 

住宅数 44,930 47,110 49,930 54,820 58,850 

空家数 2,940 3,480 4,140 4,840 5,460 

 ※住宅統計調査及び住宅・土地統計調査（総務省統計局） 
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空家率の推移（％） 
  Ｈ５年 Ｈ１０年 Ｈ１５年 Ｈ２０年 Ｈ２５年 

全国 9.8 11.5 12.2 13.1 13.5 

埼玉県 8.5 9.9 9.7 10.7 10.9 

三郷市 6.5 7.4 8.3 8.8 9.3 

※住宅統計調査及び住宅・土地統計調査（総務省統計局） 
平成２５年時点の埼玉県内の平均空家率は１０．９％、全国の平均空家率は１３．５％

です。そのため、三郷市の空家率は、全国的に見ても低い水準であるといえます。 
 

４ 空家の種類 

  住宅・土地統計調査では、空家を大きく４分類に分けています。具体的には次のとお

りです。 
 ⑴ 二次的住宅 
  ① 別荘 週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用される住宅で、ふだん 

は人が住んでいない住宅 
  ② その他 ふだん住んでいる住宅とは別に、残業で遅くなったときに寝泊まりする

など，たまに寝泊まりしている人がいる住宅 
 ⑵ 賃貸用の住宅 新築・中古を問わず、賃貸のために空家になっている住宅 
 ⑶ 売却用の住宅 新築・中古を問わず、売却のために空家になっている住宅 
 ⑷ その他の住宅 上記以外の人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・入院などのた

め居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建替えなどのために取り壊すことになって

いる住宅など 
平成２５年住宅・土地統計調査の三郷市における空家数 5,460 戸のうち、その他の住

宅にあたる戸建て住宅は 730 戸です。 
 

５ 住宅の建築時期 
住宅・土地統計調査によると、本市の住宅のうち、旧耐震基準による建築が行われてい

た昭和５６年以前に建築された住宅（※）の総数はおよそ16,000戸となっています。 
今後、こうした住宅のうち、耐震化されていない住宅が空家等になった場合には、倒壊

等により周辺の住宅に及ぼす危険性が懸念されます。 
 
※ 建築基準法に基づく現行の耐震基準は昭和５６年６月１日に導入されており、それ以

前に建築された旧耐震の住宅は、震度６強以上の地震が発生した場合には、倒壊する危

険性が非常に高いとされています。 
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第３章 空家等対策に係る基本的な方針 
 
１ 基本理念 
 
 本市の空家等対策の基本理念は、以下の通りです。 
 
 ●『空家等の所有者や管理者による適切な管理の周知と強化』 
  所有者等による空家等の適切な管理を促すことにより、管理不全な空家等の発生の抑

止に努めます。 
 
 ●『安全でいつでも安心して住めるまちづくりの推進』 
  市内５箇所の防犯ステーションによるパトロールにおいて、適切な管理がされていな

い空家を定期的に確認し、所有者等に通知しているにも関わらず、改善が見込めない空

家については、行政処分を行うことを検討、安全でいつでも安心して住める街づくりを

推進します。 
 
 ●『空家等の利活用の促進』 
  市内の空家等やその敷地等について、利活用を促進する事業の創出や、ＮＰＯや社団

法人等が展開する既存の制度の活用により、空家等の利活用を促進します。 
 
２ 対象とする地域 
  本市における空家等対策の対象とする地区は、市内全域とします。 
  また、本計画の推進において、他の地区と比べ、著しく空家率が高い等の理由により、

空家等対策をより重点的に推し進める必要がある地区が生じた場合には、空家等対策重

点地区として定めることとします。 
 
（３）対象とする空家等の種類 
  本計画で対象とする空家等の種類は、法第２条第１項に規定する「空家等」の定義に

該当する住宅、共同住宅（全室居住なし）、空き店舗、これらに付随する工作物及びその

敷地等を対象とします。 
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（４）所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 
  空家等は、法第三条において「空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼ

さないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」と規定されているように、憲法

で規定する財産権や、民法で規定する所有権に基づき、所有者自らが適切に管理するこ

とが原則です。 
  しかしながら、空家等の所有者や相続人等は遠方地にいることが多く、また、高齢化

の進展などにより、定期的な管理ができず、建物の老朽化による倒壊の危険や草木の繁

茂等により、周辺の生活環境に影響を及ぼしている状況から、市民による通報も少なく

ありません。 
  その場合、本市では、空家等の現況写真を添付し、所有者等に改善を促し、法制度の

パンフレットを送付する等の意識啓発を図っていきます。 
  さらに、緊急性が高い場合には、所有者等の了承を得た上で、市で応急措置を実施し

ますが、その際は、所有者等に対し、実施費用を請求し、その後の管理について確約を

お願いしていきます。 
  また、定期的な管理が難しい所有者等に対しては、空家等の管理業務を行っているＮ

ＰＯ法人等を紹介できる体制を整えていきます。 
 
 （５）住民等からの空家等に関する相談への対処に関する事項 
 
  周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空家等は、その原因となる状態が多方面に及んでお

り、本市関係部局、消防署、警察署及びその他の関係機関等（以下「関係機関等」とい

う。）で連携を図らなければ、解決に至らない事案もあります。 
  そこで、本市では、空家等対策を実施する窓口を交通防犯課とし、必要に応じて、同

課が関係機関等と連携して対応します、 
  また、本市では相談内容に対応することができない場合には、不動産・建築・法律の

関係団体において実施している専門の窓口等との連携を図っていきます。 
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第４章 空家等対策に関する施策 
 
１ 空家等の対策 
 
 （１）調査 
    市民等からの情報提供があった空家等について、現地確認の上、税情報を利用し 
   た所有者等の情報の取得、または、法務局にて登記謄本の取得等を行います。 
 
 （２）所有者等への通知 
    調査により判明した所有者等に対し、適切な管理を促す通知を発送します。また、 

現地確認の際、緊急に対応が必要な空家については、所有の同意を得た上で、 
応急措置を行います。（三郷市空家等の適切な管理に関する条例第６条、以下条例） 
 

 （３）所有者等への通知後も適切な管理がされていない場合 
    法第九条に基づき、立入調査を行います。立入調査にて、後述の『特定空家等』 
   に該当するか、判断を行います。 
 
２ 特定空家等に対する措置及びその他の対処に関する事項 
 
 （１）特定空家等に該当する空家等 
    法第２条第２項の通り、以下に示す状態の空家等をいう。 
   ①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 
   ②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 
   ③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 
   ④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 
 

（２）特定空家等の判定 
    三郷市空家等対策協議会における意見聴取を経て、特定空家等として判定された

空家等は、法に基づく行政指導及び行政処分を実施するため、特定空家等として、

認定を行います。 
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（３）特定空家等に対する措置 
   特定空家等と認定された空家等は、本市が法第十四条第一項の規定に基づき、助 

言又は指導の措置を講じることとなります。 
 その後、正当な理由なく所有者等による改善が図られない場合は、勧告、命令、 
及び、行政代執行など、より強制力のある行政指導や行政処分に移行します。 
 

 （４）特定空家等に対する税制上の措置 
    本市から、法第十四条第二項の規定に基づく勧告を受けた特定空家等の敷地（土 

地）については、以下の住宅用地に対する固定資産税、及び、土地計画税の課税標 
準額の特例の適用対象から除外され、税の負担が増大します。 

 

住宅用地の区分 住宅用地区分の範囲 
特例率 

固定資産税 都市計画税 

小規模住宅用地 

面積が２００㎡以下の住宅用地（２００

㎡を超える場合は１戸当たり２００㎡ま

での部分） 

１／６ １／３ 

一般住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅地 １／３ ２／３ 
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空家等の対策事務フロー 
 

 
  

住民等からの情報提供

空家等に関する調査

緊急性が高い場合

所有者の同意をとる

改善されない 改善された

応急措置

立入調査 経過観察

特定空家の判定基準
該当

特定空家の判定基準
非該当

適正管理を促す

認定 否認

特定空家等となる

所有者等に対し通知発送

空家等対策協議会の開催
・特定空家等の判定の意見聴取
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特定空家等の対策事務フロー 

 
  

改善されない 改善された 経過観察

決定 否決

正当な理由なし 正当な理由あり 勧告の保留

期限までに
措置を講じない

改善された 経過観察

決定 否決

正当な理由なし 正当な理由あり 命令の保留

期限までに
措置を講じない

改善された 経過観察

行政代執行

勧告
資産 宅

空家等対策協議会の開催
・命令に関する意見聴取

助言又は指導

空家等対策協議会の開催
・勧告に関する意見聴取

所有者等の請求による意見陳述

命令

空家等対策協議会の開催

勧告に関する意見陳述の機会の付与
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３ 空家等の利活用に関する取組 
 
 （１）空家等の利活用の促進 
   ・空家等の利活用に関する専門的な相談窓口の設置の検討 
     空家等の利活用を希望しているものの、その手段や知識について取得すること 
    ができない所有者に対し、空家等の管理やリフォーム等について、様々な分野か 
    ら相談に対応することができる窓口の設置を検討します。 
   ・「マイホーム借上げ制度」の周知 
     一般社団法人移住・住みかえ支援機構が実施する「マイホーム借上げ制度」を 

空家等の所有者に周知し、空家等の利活用を促進します。 
   ・空家解体に関するローンの周知 
     空家等の解体費用は高額であり、経済的負担を敬遠して、解体せずに放置して 

いる事案も多いため、空家等の解体を希望している所有者等に対して、各金融機

関で実施している、「空家解体ローン」や同様の制度等を紹介し、空家等の跡地の

利活用を促進します。 
 
 

 （２）空家等の利活用の検討 
   ・空家等の寄付の受け入れ 
    空家等の寄付を希望する所有者等からの申入れについては、土地の状況を勘案し 
   た上で、受け入れを検討します。 
   ・「空家バンク」の検討 
    空家を貸したい所有者と空家を借りたい方は、お互いに情報を収集する手段が 

ないことから、市がそれらの方々の情報を集約し、空家等の利活用を仲介するため 
の空家バンクの創設を検討します。 
 

４ 施策の推進体制 
本計画に位置付けた施策の推進に当たっては、行政機関の連携はもちろんのこと、民間

事業者や専門的な知識を有する方々からの意見を聴取し、反映させていくことが重要です。 
そこで、本市では、法第七条に規定する「三郷市空家等対策協議会」を平成２９年７月

に設置し、特定空家等の判定基準の策定や本計画策定に向けた協議等を進めてきました。 
本計画に位置付けた各施策の推進に当たっては、引き続き「三郷市空家等対策協議会」

と連携を図ります。 
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○空家等対策の推進に関する特別措置法 

（平成２６年１１月２７日） 

（法律第１２７号） 

第１８７回臨時国会 

第２次安倍内閣 

空家等対策の推進に関する特別措置法をここに公布する。 

空家等対策の推進に関する特別措置法 

（目的） 

第１条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景

観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域

住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図

り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、

国による基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第１０条第２項を除き、

以下同じ。）による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を

推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総

合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与す

ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作

物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及び

その敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）をいう。ただし、国

又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著し

く保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれ

のある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっ

ている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適
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切である状態にあると認められる空家等をいう。 

（空家等の所有者等の責務） 

第３条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺

の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるもの

とする。 

（市町村の責務） 

第４条 市町村は、第６条第１項に規定する空家等対策計画の作成及びこれ

に基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を

適切に講ずるよう努めるものとする。 

（基本指針） 

第５条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計

画的に実施するための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定め

るものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

１ 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

２ 次条第１項に規定する空家等対策計画に関する事項 

３ その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要

な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しよう

とするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したと

きは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（空家等対策計画） 

第６条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に

実施するため、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以

下「空家等対策計画」という。）を定めることができる。 
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２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

１ 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類そ

の他の空家等に関する対策に関する基本的な方針 

２ 計画期間 

３ 空家等の調査に関する事項 

４ 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

５ 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）

の活用の促進に関する事項 

６ 特定空家等に対する措置（第１４条第１項の規定による助言若しくは

指導、同条第２項の規定による勧告、同条第３項の規定による命令又は

同条第９項若しくは第１０項の規定による代執行をいう。以下同じ。）

その他の特定空家等への対処に関する事項 

７ 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

８ 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

９ その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 

４ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに

実施に関し、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることが

できる。 

（協議会） 

第７条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議

を行うための協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織す

ることができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域

住民、市町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する
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学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもって構成する。 

３ 前２項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会

が定める。 

（都道府県による援助） 

第８条 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他

空家等に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村

に対する情報の提供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必

要な援助を行うよう努めなければならない。 

（立入調査等） 

第９条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家

等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行の

ために必要な調査を行うことができる。 

２ 市町村長は、第１４条第１項から第３項までの規定の施行に必要な限度

において、当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立

ち入って調査をさせることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と

認められる場所に立ち入らせようとするときは、その５日前までに、当該

空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有

者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。 

４ 第２項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、

その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提

示しなければならない。 

５ 第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたも

のと解釈してはならない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第１０条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目
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的で保有する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものに

ついては、この法律の施行のために必要な限度において、その保有に当た

って特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができ

る。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとさ

れているもののうち特別区の存する区域においては都が処理するものとさ

れているもののために利用する目的で都が保有する情報であって、特別区

の区域内にある空家等の所有者等に関するものについて、当該特別区の区

長から提供を求められたときは、この法律の施行のために必要な限度にお

いて、速やかに当該情報の提供を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要が

あるときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所

有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第１１条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者

が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環

境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているものに限る。）を除く。

以下第１３条までにおいて同じ。）に関するデータベースの整備その他空

家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努める

ものとする。 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第１２条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、

これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努める

ものとする。 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第１３条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸す
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る事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの

を除く。）に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を

講ずるよう努めるものとする。 

（特定空家等に対する措置） 

第１４条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関

し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために

必要な措置（そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれの

ある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等

については、建築物の除却を除く。次項において同じ。）をとるよう助言

又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお

当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導

を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採

その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告す

ることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてそ

の勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認める

ときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置を

とることを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、

その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事

由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その

措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を

提出する機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から５日以内に、

市町村長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うこと
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を請求することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合において

は、第３項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公

開による意見の聴取を行わなければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第３

項の規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、

期日の３日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告

しなければならない。 

８ 第６項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、

自己に有利な証拠を提出することができる。 

９ 市町村長は、第３項の規定により必要な措置を命じた場合において、そ

の措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でな

いとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行

政代執行法（昭和２３年法律第４３号）の定めるところに従い、自ら義務

者のなすべき行為をし、又は第３者をしてこれをさせることができる。 

１０ 第３項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失

がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき（過

失がなくて第１項の助言若しくは指導又は第２項の勧告が行われるべき者

を確知することができないため第３項に定める手続により命令を行うこと

ができないときを含む。）は、市町村長は、その者の負担において、その

措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることが

できる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき

旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市町村長又はその命じ

た者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなけ

ればならない。 

１１ 市町村長は、第３項の規定による命令をした場合においては、標識の
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設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示し

なければならない。 

１２ 前項の標識は、第３項の規定による命令に係る特定空家等に設置する

ことができる。この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該

標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。 

１３ 第３項の規定による命令については、行政手続法（平成５年法律第８

８号）第３章（第１２条及び第１４条を除く。）の規定は、適用しない。 

１４ 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その

適切な実施を図るために必要な指針を定めることができる。 

１５ 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事

項は、国土交通省令・総務省令で定める。 

（財政上の措置及び税制上の措置等） 

第１５条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等

に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の

実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財

政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等

対策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、

必要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。 

（過料） 

第１６条 第１４条第３項の規定による市町村長の命令に違反した者は、５

０万円以下の過料に処する。 

２ 第９条第２項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、

２０万円以下の過料に処する。 

附 則 

（施行期日） 
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１ この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令

で定める日から施行する。ただし、第９条第２項から第５項まで、第１４

条及び第１６条の規定は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内に

おいて政令で定める日から施行する。 

（平成２７年政令第５０号で、本文に係る部分は、平成２７年２月

２６日から、ただし書に係る部分は、平成２７年５月２６日から施

行） 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、この法律の施

行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について

検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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○空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則 

（平成２７年４月２２日） 

（／総務省／国土交通省／令第１号） 

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）第１

４条第１１項の規定に基づき、空家等対策の推進に関する特別措置法施行規

則を次のように定める。 

空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則 

空家等対策の推進に関する特別措置法第１４条第１１項の国土交通省令・

総務省令で定める方法は、市町村（特別区を含む。）の公報への掲載、イン

ターネットの利用その他の適切な方法とする。 

附 則 

この省令は、空家等対策の推進に関する特別措置法附則第１項ただし書に

規定する規定の施行の日（平成２７年５月２６日）から施行する。 
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○三郷市空家等の適切な管理に関する条例 

平成２９年３月２７日 

条例第９号 

（目的） 

第１条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法

律第１２７号。以下「法」という。）に定めるもののほか、空家等の適切

な管理に関し必要な事項を定めることにより、事故、犯罪、火災等の防止

及び良好な生活環境の保全を図り、もって安全で安心なまちづくりの推進

に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

（１） 空家等 市の区域内に存する建築物又はこれに附属する工作物で

あって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びそ

の敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）をいう。ただし、国

又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

（２） 特定空家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる

おそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切

な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その

他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

にあると認められる空家等をいう。 

（３） 所有者等 空家等の所有者又は管理者をいう。 

（市の責務） 

第３条 市は、第１条の目的を達成するために必要な施策を策定し、及び実

施しなければならない。 

（所有者等の責務） 
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第４条 所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の

適切な管理を行うとともに、前条の規定による市の施策に協力するよう努

めなければならない。 

（市民等の責務） 

第５条 市民等（市内に在住し、又は勤務し、若しくは在学する者をいう。

以下この条において同じ。）は、第３条の規定による市の施策に協力する

よう努めるものとする。 

２ 市民等は、適切な管理が行われていない空家等があると認めるときは、

速やかに市にその情報を提供するよう努めるものとする。 

（応急措置） 

第６条 市長は、法第９条の規定による立入調査等により、空家等が危険な

状態となることが切迫し緊急に危機を回避する必要があると認めるときは、

当該空家等の所有者等の同意を得て、その危機を回避するために必要な最

小限度の措置を講ずることができる。 

２ 市長は、前項の措置を講じたときは、当該空家等の所有者等から当該措

置に要した費用を徴収することができる。 

（特定空家等に対する勧告に関する意見の陳述） 

第７条 市長は、法第１４条第２項の勧告をしようとするときは、あらかじ

め当該勧告に係る特定空家等の所有者等に意見を述べる機会を与えなけれ

ばならない。 

（関係機関との連携） 

第８条 市長は、第１条の目的を達成するために必要があると認めるときは、

警察その他の関係機関に必要な協力を求めることができる。 

（空家等対策協議会） 

第９条 法第７条第１項の規定に基づき、空家等対策計画の作成及び変更並

びに実施その他の空家等の適切な管理に関し必要な事項を協議するため、

24



 

三郷市空家等対策協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（組織） 

第１０条 協議会は、委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 学識経験者 

（２） 関係行政機関の職員 

（３） その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第１１条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることを妨げない。 

（会長） 

第１２条 協議会に会長を置く。 

２ 会長は、市長をもって充てる。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を

代理する。 

（会議） 

第１３条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決

するところによる。 

４ 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若し

くは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（守秘義務） 

第１４条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。そ
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の職を退いた後も、同様とする。 

（庶務） 

第１５条 協議会の庶務は、環境安全部交通防犯課において処理する。 

（委任） 

第１６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２９年７月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 第１０条第２項に規定する協議会の委員の委嘱に関し必要な行為は、こ

の条例の施行の日前においても、同項の規定の例により行うことができる。 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正） 

３ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４

８年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 
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○三郷市空家等の適切な管理に関する条例等の施行に関する規則 

平成２９年３月２７日 

規則第１９号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、三郷市空家等の適切な管理に関する条例（平成２９年

条例第９号。以下「条例」という。）及び空家等対策の推進に関する特別

措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。）の施行に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この規則において使用する用語の意義は、法及び条例において使用

する用語の例による。 

（立入調査通知） 

第３条 法第９条第３項の通知は、空家等立入調査通知書（様式第１号）に

より行うものとする。 

（立入調査員証） 

第４条 法第９条第４項の証明書は、立入調査員証（様式第２号）とする。 

（応急措置の同意） 

第５条 条例第６条第１項の措置を受けようとする所有者等は、応急措置同

意兼依頼書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する措置を受けた所有者等は、市長が定める日までに当該措

置に係る費用を納付しなければならない。 

（指導） 

第６条 法第１４条第１項の指導は、空家等適切管理指導書（様式第４号）

により行うものとする。 

（勧告等） 

第７条 条例第７条の意見を述べる機会の付与については、勧告に係る事前
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の通知書（様式第５号）により行うものとする。 

２ 法第１４条第２項の勧告は、空家等適切管理勧告書（様式第６号）によ

り行うものとする。 

（命令等） 

第８条 法第１４条第４項の通知書は、命令に係る事前の通知書（様式第７

号）により行うものとする。 

２ 法第１４条第３項の規定による命令は、空家等適切管理命令書（様式第

８号）により行うものとする。 

（戒告） 

第９条 法第１４条第９項の規定により代執行を行う場合における行政代執

行法（昭和２３年法律第４３号。以下「代執行法」という。）第３条第１

項の規定による戒告は、戒告書（様式第９号）により行うものとする。 

（代執行令書） 

第１０条 代執行法第３条第２項の代執行令書は、代執行令書（様式第１０

号）とする。 

（証票） 

第１１条 代執行法第４条の証票は、代執行責任者証（様式第１１号）とす

る。 

（費用の徴収） 

第１２条 代執行法第５条の費用の徴収は、請求書（様式第１２号）により

行うものとする。 

（委任） 

第１３条 この規則に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要な

事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２９年７月１日から施行する。 
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○三郷市空家等の適切な管理に関する条例等の施行に関する規則 

平成２９年３月２７日 

規則第１９号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、三郷市空家等の適切な管理に関する条例（平成２９年

条例第９号。以下「条例」という。）及び空家等対策の推進に関する特別

措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。）の施行に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この規則において使用する用語の意義は、法及び条例において使用

する用語の例による。 

（立入調査通知） 

第３条 法第９条第３項の通知は、空家等立入調査通知書（様式第１号）に

より行うものとする。 

（立入調査員証） 

第４条 法第９条第４項の証明書は、立入調査員証（様式第２号）とする。 

（応急措置の同意） 

第５条 条例第６条第１項の措置を受けようとする所有者等は、応急措置同

意兼依頼書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する措置を受けた所有者等は、市長が定める日までに当該措

置に係る費用を納付しなければならない。 

（指導） 

第６条 法第１４条第１項の指導は、空家等適切管理指導書（様式第４号）

により行うものとする。 

（勧告等） 

第７条 条例第７条の意見を述べる機会の付与については、勧告に係る事前
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の通知書（様式第５号）により行うものとする。 

２ 法第１４条第２項の勧告は、空家等適切管理勧告書（様式第６号）によ

り行うものとする。 

（命令等） 

第８条 法第１４条第４項の通知書は、命令に係る事前の通知書（様式第７

号）により行うものとする。 

２ 法第１４条第３項の規定による命令は、空家等適切管理命令書（様式第

８号）により行うものとする。 

（戒告） 

第９条 法第１４条第９項の規定により代執行を行う場合における行政代執

行法（昭和２３年法律第４３号。以下「代執行法」という。）第３条第１

項の規定による戒告は、戒告書（様式第９号）により行うものとする。 

（代執行令書） 

第１０条 代執行法第３条第２項の代執行令書は、代執行令書（様式第１０

号）とする。 

（証票） 

第１１条 代執行法第４条の証票は、代執行責任者証（様式第１１号）とす

る。 

（費用の徴収） 

第１２条 代執行法第５条の費用の徴収は、請求書（様式第１２号）により

行うものとする。 

（委任） 

第１３条 この規則に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要な

事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２９年７月１日から施行する。 
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№ 団体名 氏名

1 三郷市長 木津　雅晟

2 埼玉司法書士会　越谷支部 出水　孝幸

3 埼玉県宅地建物取引業協会　埼玉東支部 堀切　茂友

4 埼玉土地家屋調査士会　草加支部 阿久津　和也

5 埼玉建築士会　越谷支部 中村　安範

6 吉川警察署　生活安全課長 三津原　強

7 吉川地区地域安全推進連絡協議会　地区会長 髙濵　國治

8 社会福祉法人　三郷市社会福祉協議会　会長 山﨑 　利𠮷

9 三郷市商工会　会長 川田　康雄

10 三郷市民生委員・児童委員協議会　会長 芝井　忠夫

11 三郷市交通安全母の会　会長 阿久津　邦子

12 三郷市　企画総務部長 渡辺　健

13 三郷市　環境安全部長 島村　徹

14 三郷市　まちづくり推進部長 豊賀　克夫

15 三郷市消防本部　消防長 野本　浩

三郷市空家等対策協議会委員名簿
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